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消防法（抄） 昭和２３年７月２４日法律第１８６号

最終改正 平成１４年４月２６日法律第３０号

出典『注解消防関係法規集２００３年新版』近代消防社

（注・理解を助けるため、東武鉄道の問題とは無関係な部分については引用を省略し、

省略個所を点線（…）で示しました）

第２章 火災の予防

〔屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令〕

第３条 消防長、消防署長その他の消防吏員は、屋外において…火災の予防に危険である

と認める物件…の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げ

る必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

１ 火遊び、喫煙…その他これらに類する行為の禁止若しくは制限

〔防火対象物の火災予防措置命令〕

第５条 消防長又は消防署長は、防火対象物の…構造…又は管理の状況について、火災の

予防に必要であると認める場合、…火災が発生したならば人命に危険であると認める場

合その他火災の予防上必要であると認める場合には、権原を有する関係者に対し、当該

防火対象物の改修…その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、

建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は

認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。

〔防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令〕

第５条の２ 消防長又は消防署長は、防火対象物の…構造…又は管理の状況について次の

いずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁

止、停止又は制限を命ずることができる。

１ 前条第１項…の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が

履行されず、履行されても十分で…ないため、引き続き、火災の予防に危険であると

認める場合、又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

２ 前条第１項…の規定による命令によっては、火災の予防の危険、…又は火災が発

生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

第９章 罰則

第３９条の２の２ 第５条の２第１項の規定による命令に違反した者は、３年以下の懲役

又は３００万円以下の罰金に処する。

② 前項の罪を犯した者については、情状により懲役及び罰金を併科することができ

る。

第３９条の３の２ 第５条第１項の規定による命令に違反した者は、２年以下の懲役又

は２００万円以下の罰金に処する。

② 前項の罪を犯した者については、情状により懲役及び罰金を併科することができ

る。
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第４４条 次のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金又は拘留に処する。

１ 第３条第１項の規定による命令に従わなかった者

第４５条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金

刑を科する。

１ 第３９条の２の２第１項又は第３９条の３の２第１項 １億円以下の罰金刑

２ 第３９条の２第１項若しくは第２項、第３９条の３第１項若しくは第２項 各本

条の罰金刑

編著者注 消防法第５条にいう「防火対象物」に鉄道車両が該当すると考えられる法的根

拠は以下の通り。

１．消防法第２条

この法律の用語は左の例による。

② 防火対象物とは、…舟車…その他の工作物若しくはこれらに属する物を言う。

⑥ 舟車とは、…その他の舟及び車両をいう。

２．消防法施行規則第５条

２ 消防法施行令別表第１（２０）項の総務省令で定める舟車は、消防法第２条第

６項に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。

２ 鉄道営業法（明治３３年法律第６５号）、…又はこれらに基づく命令の規定

により消火器具を設置することとされる車両

３．鉄道営業法第１条

鉄道ノ建設、車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ

４．鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成１３年１２月２５日国土交通省令第１

５１号）第８３条の４

…旅客車…には、火災が発生した場合に初期消火ができる設備を設けなければなら

ない。


